
告 示 (第583号 第594号)

○県営土地改良事業の工事の完了 (農村整備課) １

○救急病院等の認定 (医療指導課) １

○救急病院等の認定 (医療指導課) ２

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ２

○公共測量の実施 (県土整備総務課) ２

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ３

○土地改良区の解散の認可 (農村整備課) ３

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ３

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ３

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ３

○平成19年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算 (財 政 課) ３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) 72

公 告

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (中小企業経営金融課) 72

○平成20年度調理師試験の実施 (健康増進課) 72

○貸金業者の登録の取消し (中小企業経営金融課) 73

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (建築指導課) 73

○意見募集の結果の公示 (建築指導課) 74

○都市計画の案に係る公聴会の開催 (都市計画課) 74

○都市計画の案に係る公聴会の開催 (都市計画課) 74

○都市計画の案に係る公聴会の開催 (都市計画課) 75

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (森林保全課) 76

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (森林保全課) 76

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (森林保全課) 76

監 査 委 員

○監査結果の報告に係る措置の公表 (監査委員事務局特別監査室) 77

公安委員会

○少年指導委員の委嘱 (警察本部少年課) 80

○猟銃及び空気銃の所持に関する講習会 (初心者に対する講習会) の

開催 (警察本部生活環境課) 82

○猟銃及び空気銃の所持に関する講習会 (経験者に対する講習会) の

開催 (警察本部生活環境課) 82

福岡県告示第583号

県営土地改良事業の工事が完了したので､ 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第113

条の２第３項の規定により次のように公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第584号

救急病院等を定める省令 (昭和39年厚生省令第８号) 第１条第１項に規定する救急病

院､ 救急診療所を次のように認定したので､ 同令第２条第１項の規定により告示する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡
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福岡県告示第585号

救急病院等を定める省令 (昭和39年厚生省令第８号) 第１条第１項に規定する救急病

院､ 救急診療所を次のように認定したので､ 同令第２条第１項の規定により告示する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第586号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

筑紫郡那珂川町片縄北二丁目336－５及び336－191から336－193まで

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

筑紫郡那珂川町片縄西四丁目17番１号

入口 昭之

福岡県告示第587号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より､ 苅田町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので､ 同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (与原土地区画整理事業に伴う基準点・現況・地区界測量業務委託)

２ 測量の実施地域及び期間
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医療機関の名称 所 在 地 有効期間

国家公務員共済組合連合会
浜の町病院

福岡市中央区舞鶴３－５－27 平成20年４月１日から平
成23年３月31日まで

秋本病院 福岡市中央区警固１－８－３

医療法人原三信病院 福岡市博多区大博町１－８

公立学校共済組合九州中央病
院

福岡市南区塩原３－23－１

福岡市医師会成人病センター 福岡市早良区祖原15－７

川浪病院 福岡市早良区野芥１－２－36

福岡和白病院 福岡市東区和白丘２－２－75

聖峰会マリン病院 福岡市西区小戸３－55－12

独立行政法人国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市千鳥１－１－１

社会保険仲原病院 糟屋郡志免町御手洗６

宗像医師会病院 宗像市田熊５－５－３

医療法人 光竹会ごう脳神経
外科クリニック

筑紫郡那珂川町大字山田1150－
１

福岡大学筑紫病院 筑紫野市俗明院１－１－１

医療法人社団医王会朝倉健生
病院

朝倉市甘木151－４

神代病院 久留米市北野町八重亀382－１

社会保険大牟田天領病院 大牟田市天領町１－100

田川市立病院 田川市大字糒1700－２

町立芦屋中央病院 遠賀郡芦屋町幸町８－30

医療法人健愛会健愛記念病院 遠賀郡遠賀町大字木守字江の上
1191

社会保険小倉記念病院 北九州市小倉北区貴船町１－１

医療機関の名称 所 在 地 有効期間

医療法人楠病院 久留米市日吉町115 平成20年３月16日から平
成23年３月15日まで

米の山病院 大牟田市大字今山2324－１

�



福岡県告示第588号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

糟屋郡久山町大字久原字毛後寺2696－11から2696－13まで

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

糟屋郡久山町大字久原2709番地33

今任 朗

福岡県告示第589号

次の土地改良区が土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第67条第１項第１号に掲げる

事由により解散したので､ 同条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第590号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

前原市大字長野字花園1541－１及び1541－13

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

前原市大字長野1545番地の１

株式会社福岡フードサプライ 代表取締役 松本 修

福岡県告示第591号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

筑紫野市上古賀４丁目29－３､ 29－４及び30－１

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

筑紫野市立明寺546－１

谷 州登

福岡県告示第592号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

嘉麻市岩崎字天神879番､ 880番､ 881番１及び881番２

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

新潟市南区清水4501番地１

株式会社コメリ 代表取締役 捧 雄一郎

福岡県告示第593号
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実 施 地 域 実 施 期 間

苅田町大字与原地内 平成20年３月17日から
平成20年３月31日まで

土 地 改 良 区 名 解散認可年月日

池田土地改良区 平成20年３月24日
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平成19年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算は､ 平成20年２月第５回福岡県議

会定例会において次のように議決されたので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第21

9条第２項の規定により公表する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡
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福岡県告示第594号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部商業中小企業振興課及び

福岡商工事務所において縦覧に供する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 西友古賀店

� 所在地 福岡県古賀市中央４丁目１－１

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

意見なし

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第５号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで､ 福岡県中小企業診断実施規則 (昭和41年福岡県規則

第42号) の改正を行ったので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県商工部中小企業経営金融課に備え置きます｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見募集をしなかった理由

中小企業指導法 (昭和38年法律第147号) ､ 中小企業指導事業の実施に関する基準

を定める省令 (昭和38年通商産業省令第123号) 及びエネルギー等の使用の合理化及

び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法 (平成５年法律第18号

) の一部改正に伴い､ 所要の規定の整備を行ったもので､ これは福岡県行政手続条例

第37条第４項第８号に該当するため｡

２ 規則の公布日

平成20年３月31日

公告

平成20年度調理師試験を次のように実施する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 受験資格

学校教育法 (昭和22年法律第26号) 第57条に規定する者で､ 多数人に対して飲食物

を調理して供与する施設又は営業で調理師法施行規則 (昭和33年厚生省令第46号) 第

４条に規定する施設又は営業において２年以上調理の業務に従事したもの

２ 試験

� 方法

試験は筆記試験とし､ 試験科目は次のとおりとする｡

ア 食文化概論

イ 衛生法規

ウ 公衆衛生学

エ 栄養学

オ 食品学

カ 食品衛生学

キ 調理理論

� 日時

平成20年８月３日 (日曜日)

午後１時から午後３時まで

� 場所

太宰府市五条３丁目11番25号

福岡経済大学

３ 受験手続及び受付期間
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� 受験の申込方法

ア 受験願書１部に次に掲げる書類 (福岡県知事が実施した平成19年度調理師試験

の受験票の原本を提出する場合は省略可能) 及び写真 (申込前６月以内に撮影し

た上半身､ 無帽､ 正面向き､ 縦５センチメートル､ 横５センチメートルのもの)

１枚並びに受験申込手数料6,100円を添えて住所地又は就業地を管轄する保健福

祉環境事務所 (ただし､ 福岡市においては各区保健福祉センター衛生課食品係と

し､ 北九州市においては小倉北区及び八幡西区は保健所､ その他の区は各区役所

内生活支援課保健福祉相談係とし､ 大牟田市､ 久留米市においては保健所とする

｡ 以下 ｢保健福祉環境事務所等｣ という｡ ) に提出すること｡ 福岡県内に住所地

又は就業地を有しない者は､ 直接､ 福岡県保健医療介護部健康増進課 (郵便番号

812－8577 福岡市博多区東公園７番７号｡ 以下 ｢健康増進課｣ という｡ ) に提

出すること｡

� 学校教育法第57条の規定に該当することを証する書類 １部

� 調理師法施行規則第４条に規定する施設又は営業において２年以上調理の業

務に従事したことを証する書類 １部

イ 受験願書の用紙は､ 最寄りの保健福祉環境事務所等で交付する｡

ウ 受験申込手数料6,100円は､ 福岡県領収証紙により納入すること｡ 受験申込手

数料は､ 申込受付後は一切返還しない｡

エ 郵便によって受験を申込む場合は､ 必ず書留郵便にすること｡

オ 福岡県知事が実施した平成19年度調理師試験の受験票 (原本) を提出する場合

は､ ３の�のアの�及び�の書類を省略することができる｡

� 受付期間

ア 受験申込みの受付期間は､ 平成20年６月２日 (月曜日) から６月６日 (金曜日

) までとし､ 受付時間は､ 午前９時から午後５時までとする｡

イ 郵便による受験申込みは､ 平成20年６月６日 (金曜日) までの消印のあるもの

に限り受け付ける｡

４ 合格者の発表

� 試験に合格した者の受験番号は､ 平成20年８月27日 (水曜日) に発表する｡ 発表

は､ 保健福祉環境事務所等に掲示して行う｡ 福岡県内に住所地又は就業地を有しな

い者については健康増進課に掲示する｡

� 合格者に対しては､ 合格の通知を行う｡

５ その他

� 受験手続その他の問い合わせは､ 最寄りの保健福祉環境事務所等又は健康増進課

に対して行うこと｡ 郵便で問い合わせる場合は､ あて先及び郵便番号を明記して90

円切手をはった返信用封筒を必ず同封すること｡

� 出題形式は客観式四肢択一とする｡

公告

貸金業法 (昭和58年法律第32号) 第24条の６の５第１項の規定に基づき､ 次の貸金業

者の登録を取り消したので､ 同法第24条の６の８の規定により公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第５号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで､ 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一

部改正を行ったので､ 次のとおり公示します｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見募集をしなかった理由

今回の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正は, 国土交通省が行政手続法

(平成５年法律第88号) 第39条第１項の規定による意見公募手続をとった上で､ 改正

を行った処分基準と実質的に同一の改正を行うものであり､ 福岡県行政手続条例第37
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条第４項第５号に該当する｡

以上の理由から､ 今改正では同条例第37条第１項に定める意見公募手続を実施しな

いこととした｡

２ 施行期日

平成20年４月１日

公告

建設業者の ｢不正行為等に対する監督処分の基準｣ の一部改正案について､ 平成20年

２月１日から平成20年３月１日までの間､ 御意見を募集しました｡

その結果､ 提出された御意見はありませんでしたので､ 原案のとおり平成20年４月１

日に設定しましたので､ 公告します｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

都市計画の案について公聴会を開催するので､ 福岡県都市計画公聴会規則 (昭和45年

福岡県規則第43号) 第３条第１項の規定により次のように公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 変更しようとする都市計画の種類

� 北九州都市計画都市計画区域の整備､ 開発及び保全の方針

� 北九州都市計画区域区分

２ 開催の日時及び場所

� 日時

平成20年４月23日 午後７時から９時まで

� 場所

星ヶ丘市民センター (北九州市八幡西区大字笹田920番地の８)

３ 都市計画の案の概要及び閲覧

� 北九州都市計画都市計画区域の整備､ 開発及び保全の方針の変更の案の概要

都市計画の区域を､ �の場所で閲覧する総括図表示のとおり変更する｡

� 北九州都市計画区域区分の変更の案の概要

市街化区域及び市街化調整区域の区分を､ �の場所で閲覧する計画図表示のとお

り変更する｡

� 閲覧

同案については､ 平成20年４月２日から同月16日までの間､ 福岡県建築都市部都

市計画課及び北九州市都市計画課において､ 公衆の閲覧に供する｡

４ 意見を述べようとする者の申出の方法及び期限等

� 公聴会において意見を述べようとする者は､ 公述申出書を平成20年４月16日 (必

着) までに福岡県建築都市部都市計画課に提出すること｡

� 公述申出書 (様式) は､ ３の閲覧場所において配布する｡

５ 公述人の選定及び公述方法

公述申出書を提出した者で､ 公述人に選定されたものは､ 公聴会に出席して公述申

出書に記載した内容により意見を述べることができる｡

６ その他

� 傍聴

公述人を除き､ この公聴会の傍聴を希望する者は､ 公聴会当日､ 会場にて開催の

30分前から傍聴券を交付するので､ 受付に申し込むこと｡ ただし､ 申込み多数の場

合は抽選となることがある｡

� 開催の中止

公述申出者がいない場合は､ この公聴会は中止されるので､ 傍聴を希望する者は

､ 開催情報について事前に県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) 又は直

接問い合わせにより確認すること｡

� 問い合わせ先

この公聴会についての問い合わせは､ 福岡県建築都市部都市計画課 (福岡市博多

区東公園７番７号 電話092－643－3711) に対して行うこと｡

公告

都市計画の案について公聴会を開催するので､ 福岡県都市計画公聴会規則 (昭和45年
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福岡県規則第43号) 第３条第１項の規定により次のように公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 変更しようとする都市計画の種類

直方都市計画都市計画区域の整備､ 開発及び保全の方針

２ 開催の日時及び場所

� 日時

平成20年４月24日 午後７時から９時まで

� 場所

直方市中央公民館２階 第一学習室 (直方市津田町７番20号)

３ 都市計画の案の概要及び閲覧

� 都市計画の案の概要

都市計画の区域を､ �の場所で閲覧する総括図表示のとおり変更する｡

� 閲覧

同案については､ 平成20年４月２日から同月16日までの間､ 福岡県建築都市部都

市計画課及び直方市都市計画課において､ 公衆の閲覧に供する｡

４ 意見を述べようとする者の申出の方法及び期限等

� 公聴会において意見を述べようとする者は､ 公述申出書を平成20年４月16日 (必

着) までに福岡県建築都市部都市計画課に提出すること｡

� 公述申出書 (様式) は､ ３の閲覧場所において配布する｡

５ 公述人の選定及び公述方法

公述申出書を提出した者で､ 公述人に選定されたものは､ 公聴会に出席して公述申

出書に記載した内容により意見を述べることができる｡

６ その他

� 傍聴

公述人を除き､ この公聴会の傍聴を希望する者は､ 公聴会当日､ 会場にて開催の

30分前から傍聴券を交付するので､ 受付に申し込むこと｡ ただし､ 申込み多数の場

合は抽選となることがある｡

� 開催の中止

公述申出者がいない場合は､ この公聴会は中止されるので､ 傍聴を希望する者は

､ 開催情報について事前に県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) 又は直

接問い合わせにより確認すること｡

� 問い合わせ先

この公聴会についての問い合わせは､ 福岡県建築都市部都市計画課 (福岡市博多

区東公園７番７号 電話092－643－3711) に対して行うこと｡

公告

都市計画の案について公聴会を開催するので､ 福岡県都市計画公聴会規則 (昭和45年

福岡県規則第43号) 第３条第１項の規定により次のように公告する｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 変更しようとする都市計画の種類及び名称

筑紫野都市計画道路３・４・８号二日市駅入舟線

２ 開催の日時及び場所

� 日時

平成20年４月25日 午後７時から９時まで

� 場所

筑紫野市役所 第11会議室 (筑紫野市二日市西一丁目１番１号)

３ 都市計画の案の概要及び閲覧

� 都市計画の案の概要

� 閲覧

同案については､ 平成20年４月２日から同月16日までの間､ 福岡県建築都市部都

市計画課及び筑紫野市建設課において､ 公衆の閲覧に供する｡

４ 意見を述べようとする者の申出の方法及び期限等
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路 線 名 位 置 区域 (延長)

３・４・８号二日市駅入舟
線

起点 筑紫野市二日市中央一丁目
終点 筑紫野市二日市中央五丁目
主な経過地 筑紫野市紫一丁目

約1,390メートル
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� 公聴会において意見を述べようとする者は､ 公述申出書を平成20年４月16日 (必

着) までに福岡県建築都市部都市計画課に提出すること｡

� 公述申出書 (様式) は､ ３の閲覧場所において配布する｡

５ 公述人の選定及び公述方法

公述申出書を提出した者で､ 公述人に選定されたものは､ 公聴会に出席して公述申

出書に記載した内容により意見を述べることができる｡

６ その他

� 傍聴

公述人を除き､ この公聴会の傍聴を希望する者は､ 公聴会当日､ 会場にて開催の

30分前から傍聴券を交付するので､ 受付に申し込むこと｡ ただし､ 申込み多数の場

合は抽選となることがある｡

� 開催の中止

公述申出者がいない場合は､ この公聴会は中止されるので､ 傍聴を希望する者は

､ 開催情報について事前に県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) 又は直

接問い合わせにより確認すること｡

� 問い合わせ先

この公聴会についての問い合わせは､ 福岡県建築都市部都市計画課 (福岡市博多

区東公園７番７号 電話092－643－3711) に対して行うこと｡

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第８号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで福岡県森林法施行細則 (平成12年福岡県条例第64号)

の一部改正を行ったので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県農林水産部森林保全課に備え置きます｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

福岡県の組織再編により福岡県行政組織規則 (昭和34年福岡県規則第66号) の一部

が改正されること及び都市計画法 (昭和43年法律第100号) の区域区分の見直し等に

伴い､ 所要の規定の整理等を行うものであり､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第８

号に該当するため､ 意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 規則の公布日

平成20年３月31日

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第８号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで福岡県林地開発行為許可事務取扱要領の一部改正を行

ったので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県農林水産部森林保全課に備え置きます｡

平成20年４月２日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

福岡県の組織再編により福岡県部制条例 (昭和32年福岡県条例第9号) 及び福岡県

行政組織規則 (昭和34年福岡県規則第66号) の一部が改正されること等に伴い､ 所要

の規定の整理等を行うものであり､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当す

るため､ 意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 要領の改正日

平成20年４月１日

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第８号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで福岡県土砂埋立て等許可事務取扱要領の一部改正を行

ったので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県農林水産部森林保全課に備え置きます｡

平成20年４月２日
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福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

福岡県の組織再編により福岡県部制条例 (昭和32年福岡県条例第９号) の一部が改

正されること等に伴い､ 所要の規定の整理等を行うものであり､ 福岡県行政手続条例

第37条第４項第８号に該当するため､ 意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 要領の改正日

平成20年４月１日

監査公表第27号

知事部局の出先機関及び教育委員会の出先機関並びに警察本部関係機関29か所につい

て実施した随時監査結果の報告 (平成20年１月28日19特監第406号) に基づき､ 措置を

講じた旨の通知があったので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第12項の規

定により､ 次のとおり公表する｡

平成20年４月２日

福 岡 県 監 査 委 員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 森 田 俊 介
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監 査 委 員
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A
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/
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.
B
C
1
D
E
F
G
H
.
I
J
K
L
M
N
4
5
1
6
7
8
:
*
O
P
Q
R

S

対
象
機
関
名

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

福
岡
高
等
技
術
専
門
校

〇
物
品
の
購
入
に
お
い
て
､
次
の
よ
う
な

不
適
切
な
も
の
が
あ
る
｡

・
作
業
服
の
購
入
に
お
い
て
､
単
価
契
約

が
結
ば
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

単
価
契
約
の
方
式
で
購
入
し
て
い
る
｡

２
件

・
ガ
ソ
リ
ン
の
購
入
に
お
い
て
､
事
前
決

裁
及
び
契
約
締
結
伺
等
の
必
要
な
手
続

き
が
と
ら
れ
な
い
ま
ま
単
価
契
約
が
行

わ
れ
て
い
る
｡

２
件

契
約
事
務
に
つ
い
て
は
､
財
務
規
則
及
び
文
書

管
理
規
程
等
を
遵
守
し
､
適
正
な
運
用
に
努
め
る

よ
う
職
員
に
周
知
､
徹
底
を
図
り
ま
し
た
｡

今
後
は
､
業
務
の
進
捗
状
況
を
的
確
に
把
握
す

る
と
と
も
に
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
､
再
発

の
防
止
に
努
め
て
参
り
ま
す
｡
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/
0
5
6
7
-
D
E
0
F
G
H
I
J
-
K
L
M
N
O
P
3
4
0
5
6
7
9
:

Q
R
S
T

U

対
象
機
関
名

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

交
通

機
動

隊
育
児
休
業
職
員
の
代
替
と
し
て
の
臨
時
職

員
の
任
用
に
つ
い
て
は
､
育
児
休
業
期
間
内

に
限
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
の
期
間
を
超
え
て

行
っ
て
い
る
｡
(1
4日
間
超
過
)

１
件

育
児
休
業
職
員
の
休
職
期
間
及
び
臨
時
職
員
の

任
用
期
間
の
確
認
を
確
実
に
行
う
な
ど
チ
ェ
ッ
ク

体
制
の
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
再
発
の
防
止
に

努
め
て
参
り
ま
す
｡



福岡県公安委員会告示第99号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号) 第38条

第１項の規定に基づき､ 次の者を平成20年４月１日付けで少年指導委員として委嘱する

ので､ 少年指導委員規則 (昭和60年国家公安委員会規則第２号) 第２条の規定により告

示する｡

平成20年４月２日

福岡県公安委員会
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公安委員会

氏 名 連 絡 先 活 動 区 域

江 副 裕 紀

092－734－0110
中央警察署 (少年係)

中央警察署の管轄区域

杉 元 美智代

紫 垣 亨 子

江 頭 克 代

永 吉 真 治

日 野 守 隆

中 村 �

小 谷 浩 司

中 川 清

吉 原 勝 巳

伊 藤 忠

092－412－0110
博多警察署 (少年係)

博多警察署の管轄区域

城 戸 文次郎

川 内 義 幸

乙 成 勝

堀 武 志

古 賀 哲 夫

大 庭 宗 一

吉 井 薫

竹 添 一 志

栗田口 賢 三

加 藤 和 雄

原 昌 史
092－643－0110
東警察署 (少年係)

東警察署の管轄区域合 屋 善 克

松 尾 義 隆

山 部 兼 一

092－847－0110
早良警察署 (少年係)

早良警察署の管轄区域

戸 川 麻里子

小 林 志 信

倉 光 敏 夫

松 永 義 勝

嶋 田 満 宣

吉 岡 直 通

松 尾 二三夫 092－805－6110
西警察署 (少年係)

西警察署の管轄区域
三 島 俊 康

小 森 隆 幸

092－542－0110
南警察署 (少年係)

南警察署の管轄区域

北 浦 庸 博

坂 井 保 幸

堀 江 伸 子

前 田 弘 文

和 田 雄 治 0940－36－0110
宗像警察署 (少年係)

宗像警察署の管轄区域
大 堂 九仁雄

與子田 道 孝

092－929－0110
筑紫野警察署 (少年係)

筑紫野警察署の管轄区域
大 武 満洲男

桑 野 英 則

帆 足 千 尋

藤 洋之助

土 江 賢 隆
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松 永 金 吾
092－939－0110

粕屋警察署 (少年係)
粕屋警察署の管轄区域貝 野 勝 是

� 山 守

安 川 辰 己

牟 田 正 光

上 野 完 一 0946－22－0110
朝倉警察署 (少年係)

朝倉警察署の管轄区域
廣 渡 利 秀

青木 勇二郎 093－861－0110
戸畑警察署 (少年係)

戸畑警察署の管轄区域
神 崎 義 則

犬 童 則 幸 093－771－0110
若松警察署 (少年係)

若松警察署の管轄区域
杉 本 光 洋

楽 満 靖 夫

093－691－0110
折尾警察署 (少年係)

折尾警察署の管轄区域

黒 川 千 年

濱 田 孝

向 井 昌 弘

三 好 壽 創

中 山 寅 清

國 廣 末 喜

093－321－0110
門司警察署 (少年係)

門司警察署の管轄区域

石 本 直 喜

横 畠 勝 彦

森 實 幸 治

吉 田 則 雄

吉 野 益 生

平 野 信 幸

093－923－0110
小倉南警察署 (少年係)

小倉南警察署の管轄区域

野 口 義 弘

奥 野 泰美智

竹 内 孝

橋 本 正 己

清 水 弘 康 093－662－0110
八幡東警察署 (少年係)

八幡東警察署の管轄区域
草 賀 勲

深 田 五 男

093－583－0110
小倉北警察署 (少年係)

小倉北警察署の管轄区域

山 下 源太郎

伊 勢 幸 雄

武 内 正 文

池 田 勇

上 野 孝 司

岩 本 展 幸

093－645－0110
八幡西警察署 (少年係)

八幡西警察署の管轄区域

木 原 光 康

黒 岩 義 之

大 貝 幸 史

山 中 秀 夫

水 口 鉄 昭

山 本 豊

花 田 宗 憲

河 部 雪 男 0930－24－5110
行橋警察署 (少年係)

行橋警察署の管轄区域
植 村 正 徳

松 下 登 一 0949－22－0110
直方警察署 (少年係)

直方警察署の管轄区域
的 野 弘 明

渡 邉 勝 巳

0948－21－0110
飯塚警察署 (少年係)

飯塚警察署の管轄区域

田 坂 勝 信

尾 木 義 明

原 田 宣 次

相 良 淳 一

江 藤 征 生

小 西 直 信

大 塚 眞 次
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福岡県公安委員会告示第101号

銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和33年法律第６号) 第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃及び空気銃の所持に関する講習会 (初心者に対する講習会) を次のとおり開催するの

で､ 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (昭和33年政令第33号) 第５条の８第２項の規定に

より告示する｡

平成20年４月２日

福岡県公安委員会

１ 講習の日時､ 場所等

� 講習の日時

平成20年４月25日 (金) 午前10時から午後５時までの間

� 講習の場所

福岡市中央区天神１丁目３番33号 中央警察署 会議室

� 受講対象者

福岡県内に住所を有する者

２ 猟銃等講習会の時間及び科目

３ 注意事項

� 講習受講希望者は､ 猟銃等講習会受講申込書２通に所定の事項を記入し､ 写真 (

申込み前６箇月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦４センチメート

ル､ 横3.5センチメートルのもの) ２枚を添えて､ 住所地を管轄する警察署に申し

込むこと｡

� 上記申し込みは､ 受講日の１週間前までにすること｡

� 受講申込者は､ 申請の際に手数料6,800円 (福岡県領収証紙) を納付すること｡

� 講習会の当日は､ 筆記用具 (ボールペン) ､ 印鑑及び猟銃等講習通知書並びにテ

キスト ｢猟銃等取扱読本｣ を必ず持参すること｡

� 講習会に関する問い合わせは､ 住所地を管轄する警察署に対して行うこと｡

福岡県公安委員会告示第102号

銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和33年法律第６号) 第５条の３第１項の規定に基づく猟

銃及び空気銃の所持に関する講習会 (経験者に対する講習会) を次のとおり開催するの
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池 本 武富士

久多見 辰 堆

0947－42－0110
田川警察署 (少年係)

田川警察署の管轄区域

梶 原 孝 文

小 野 秀 雄

井 上 領 平

平 田 俊 成

森 光 徹

0942－38－0110
久留米警察署 (少年係)

久留米警察署の管轄区域

古 賀 利 郎

村 上 豊 美

村 田 利 光

梅 野 忠

米 倉 達 雄

平 井 昭 文 0943－22－5110
八女警察署 (少年係)

八女警察署の管轄区域
馬 場 忍

山 田 良 治
0944－74－0110

柳川警察署 (少年係)
柳川警察署の管轄区域原 田 美 治

川 口 治 彦

藤 井 清 午

0944－43－0110
大牟田警察署 (少年係)

大牟田警察署の管轄区域
篠 原 信 久

山 本 美智子

辛 川 和 秀

時 間 科 目

10：00～15：30
猟銃及び空気銃の所持に関する法令
猟銃及び空気銃の使用､ 保管等の取扱い

15：30～16：30 講習結果に対する考査

16：30～17：00
考査結果の公表
(合格者に対する講習修了証明書の交付)

��



で､ 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 (昭和33年政令第33号) 第５条の８第２項の規定に

より告示する｡

平成20年４月２日

福岡県公安委員会

１ 講習の日時､ 場所等

２ 猟銃等講習科目

� 猟銃及び空気銃の所持に関する法令

� 猟銃及び空気銃の使用､ 保管等の取扱い

３ 注意事項

� 講習受講希望者は､ 猟銃等講習会受講申込書２通に所定の事項を記入し､ 写真 (

申込み前６箇月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦４センチメート

ル､ 横3.5センチメートルのもの) ２枚を添えて､ 住所地を管轄する警察署に申し

込むこと｡

� 上記申し込みは､ 受講日の１週間前までにすること｡

� 受講申込者は､ 申請の際に手数料3,000円 (福岡県領収証紙) を納付すること｡

� 講習会の当日は､ 筆記用具､ 印鑑及び猟銃等講習通知書並びにテキスト ｢猟銃等

取扱いの知識と実際｣ を必ず持参すること｡

� やむを得ない理由で受講場所を変更したい時は､ 指定受講日の２日前までに住所

地を管轄する警察署に申請の上､ 指定受講日及び場所の変更承認を受けた者に限り

､ 他警察署の講習会を受講することができる｡

� 講習会に関する問い合わせは､ 住所地を管轄する警察署に対して行うこと｡
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�
� 日 時 場 所 講習警察署

平成20年４月22日 (火)
13：30～16：30

筑後市大字山ノ井338番地
筑後警察署 会議室

筑後警察署

平成20年４月23日 (水)
13：30～16：30

朝倉市甘木225番地１
朝倉警察署 会議室

朝倉警察署

平成20年４月24日 (木)
13：30～16：30

行橋市行事３丁目12番１号
行橋警察署 会議室

行橋警察署
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